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第２期京都市再犯防止推進計画素案に関する市民意見募集の取りまとめ結果について 

 

１ 意見の募集期間 

  令和７年１１月４日（火）から１２月５日（金）まで 

 

２ 周知方法 

  市民意見募集冊子・リーフレットを市役所、各区役所・支所、図書館などにて配布。 

また、ホームページにも掲載 

 

３ 意見提出方法 

  郵送、ＦＡＸ、電子メール、京都市ホームページの意見募集フォーム等 

 

４ 募集結果 

意見総数：２０５件 意見者数：１１０件 

 ⑴ 項目別 

構成 意見数 

１ 計画全般について １６ 

２ 各章について 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

第１章 計画について ８ 

第２章 本市における再犯を取り巻く状況 ２５ 

第３章 本市が目指すまちの姿 ２７ 

第４章 施策の展開 

  

  

  

  

  

  

  

柱１ 住居・就労の確保等による社会の居場所づくりの更なる推 

   進 

２６ 

柱２ 重層的支援体制の構築による保健医療・福祉サービスへ 

のつなぎや寄り添い支援の実施 

１７ 

柱３ 非行の未然防止、犯罪等をした少年やその家族への支援の

実施 

１８ 

柱４ 犯罪等をした人の年齢や特性に応じた取組の推進 １４ 

柱５ 民間協力者相互の連携、支援者活動を充実・強化するため

の環境設備 

１０ 

柱６ 広報・啓発活動の推進による地域社会への理解促進 １８ 

重点推進施策 １ 

第５章 推進体制 １５ 

３ その他御意見 １０ 

合計 ２０５ 

 

 

 

資料１ 
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⑵ 意見者数の内訳 

  ① 年齢別（人） 

～19歳 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 無回答 合計 

2 33 20 19 12 10 9 5 110 

2% 30% 18% 17% 11% 9% 8% 5% 100% 

 

  ② 居宅地別（人） 

京都市在住 
京都市内に 

通勤通学 
その他 無回答 合計 

73 18 11 8 110 

67％ 16％ 10％ 7％ 100％ 

 

  ③ 回答方法（人） 

意見募集 

フォーム 
郵送 FAX 合計 

102 3 5 110 

93％ 3％ 4％ 100％ 
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５ 主な御意見と京都市の考え方 

⑴ 計画全般について 

意見の要旨 京都市の考え方 

他の計画に包含されるこ

となく単体で計画を策定

しているところが良い。 

本計画は、京都基本構想に基づく分野別計画に位置付けている

ものです。再犯防止の取組を総合的かつ計画的に進めていくた

め、他分野の計画も念頭に、より良い計画の策定に努めてまいり

ます。 

犯罪をした者に GPSを装着

する等抑止力を持たせる

ための観点や費用対効果

の試算がない。 

ＧＰＳを人に装着することは、刑事訴訟法において、限定的な取

扱いとなっています。再犯防止の推進は、犯罪等をした人の更生

意欲を前提とした自立支援の取組であり、費用対効果の算出は

困難ですが、引き続き効果的な取組に努めてまいります。 

キャッチコピーやキャッ

チフレーズのようなもの

があった方がよいのでは。 

いただいた御意見も参考に、効果的な普及啓発の在り方を検討

してまいります。 

大切な計画なので市民に

分かりやすいものにして

ほしい。 

再犯防止の取組は、国、府、民間団体等との連携が必要不可欠で

す。市民の皆様を含め、様々な立場の方に配慮した計画になるよ

う、引き続き検討を進めてまいります。 

京都府警と歩調を合わせ

た再非行防止対策も計画

に盛り込んでほしい。 

現行計画は、関係団体等が参画する京都市再犯防止推進会議に

おいて進捗管理等を行っており、京都府（府警）にもオブザーバ

ーとして参画いただいております。また、本市も京都府の再犯防

止推進ネットワーク会議に参画しているところであり、引き続

き連携に努めてまいります。 

第 1期から発展した部分な

ど、第２期のポイントが分

かるようにしてもいい。 

第２期からの新規施策や、拘禁刑導入に関する説明を追加する

など、第２期のポイントが分かるよう記載してまいります。 

外国人をめぐる様々な課

題について計画の中で触

れるべき。 

地域には、子どもから高齢者、障害のある方や外国籍の方など、

様々な方が暮らしておられます。特に日本の言語や文化を十分

に理解できない外国籍の方に対する再犯防止の取組を検討する

に当たっては、日本人への対応とは異なる工夫が必要と考えて

おり、引き続き検討してまいります。 

具体的な支援人員や予算

措置が示されておらず、実

施主体や責任分担が抽象

的で理念にとどまる危険

性がある。 

本市では、犯罪等をした人を必要な福祉的支援につなぐため、

「更生支援相談員」を設置しております。再犯防止の推進に当た

っては、関係団体等が主体的に関われるネットワークの構築が

必要と考えており、計画に掲げる取組を確実に進めるため、今後

も必要な予算の確保に努めてまいります。 

再犯防止を地域共生社会

の実現と結び付けている

点に意義がある。 

罪を償い社会の一員として再出発しようとする人やそれを地域

で支える人など、「全ての人が自分の居場所と出番を見つけら

れ、誰もが犯罪による被害を受けることなく、安心して暮らすこ

とができる地域社会の実現」を目指してまいります。 
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・当事者を含む多様な主体

が対等に意思決定に参加

する仕組みが十分に示さ

れていない。 

第２期計画では、当時者やその家族、地域住民等をはじめとした

関係者が参加可能な支援が必要な方への支援方法を検討する支

援会議の開催のほか、当事者やその家族が悩み事などを共有す

ることができるワークショップの開催等を検討しているところ

です。 

・計画策定段階から当事

者・家族・地域住民の声を

反映させる仕組みを強化

してほしい。 

BBS 連盟がどのような団体

か分からないので、注釈を

つけてほしい。 

計画冊子の巻末に再犯防止・更生支援に関する用語解説を追加

いたします。 

 

 

⑵ 各章について 

【第１章 計画について】 

意見の要旨 京都市の考え方 

善良な市民が安心安全に

日々の生活を送るため、再

犯防止の推進は必要。 

再犯防止の取組は、犯罪や非行をした人の更生を支援する取組で

あるとともに、新たな犯罪被害者を生み出さないための取組でも

あります。第２期計画は、京都基本構想の分野別計画として位置

付けるものであり、罪を償い社会の一員として再出発しようとす

る人やそれを地域で支える人など、「全ての人が自分の居場所と

出番を見つけられ、誰もが犯罪による被害を受けることなく、安

心して暮らすことができる地域社会の実現」を目指してまいりま

す。  

犯罪や非行をした人を排

除するのではなく地域の

一員として生活できるよ

うにする計画はとても良

い。 

地域住民等がお互いに支

えあう関係性を築けたら、

自他の生を共に肯定し尊

重しあえる社会になるの

ではないか。 

京都基本構想との関連付

けに賛同する。 

どのような課題感で計画

策定するのかをより明確

にすべき。 

令和６年に実施したアンケート調査の結果等を踏まえて、計画の

柱毎に現状、課題などを明確にすることにより、分かりやすい計

画としてまいります。 

趣旨・目的の欄には、計画

の策定に至った背景や経

過も記載した方が分かり

やすいと思う。 

趣旨・目的の欄に計画の策定に至った背景や経過を記載いたしま

す。 
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薬物依存対策の地域資源

の推進を明確に示し、支援

者研修や連絡会などを制

度的に支援してほしい。 

薬物依存症者の回復支援と再発の予防、依存症者の家族に対する

支援や関係者に対する研修等、薬物依存の課題を抱える方々への

取組を引き続き進めていくとともに、今後の効果的な支援の在り

方を検討してまいります。 

本計画で述べる「地域ぐる

み」の地域とは。 

計画案に記載の地域社会での連携体制のイメージがより分かり

やすいものとなるよう記載いたします。 

 

 

【第２章 本市における再犯を取り巻く状況】 

意見の要旨 京都市の考え方 

アンケート結果を見て、

対象者を確実に相談機関

へつなぐ方策が必要と思

った。 

本市では、再犯防止の所管部署に更生支援相談員を１名配置し

ており、同相談員が刑事司法関係機関、医療・福祉機関、民間

協力者を通じて当事者の状況をお伺いし、必要な施策等へのつ

なぎを支援しています。 

アンケート結果の「京都

市に求めること」につい

て、どのように対処して

きたのか。 

令和６年のアンケート調査は、次期計画の策定に当たっての基

礎資料とするために実施したものです。いただいたご意見につ

いては、適宜関係部署とも共有のうえ、再犯防止に限らず、各

種施策を検討する際の参考とさせていただきます。 

再犯率 50％超は厳しい課

題である。社会全体の課

題であることを意識づけ

るような取組が不可欠。 

ご意見のとおり、再犯防止の推進は社会全体の課題として取り

組む必要があると考えております。第４章柱６に記載の取組を

はじめ、地域社会への理解促進に努めてまいります。 

「地域社会での連携体制

イメージ図」に自分の関

わっている機関が記載さ

れているだけで自分事に

考えられる。 

再犯防止の推進には、矯正施設等をはじめとした関係機関だけ

でなく、地域社会における様々な方々のご理解とご協力が必要

不可欠です。イメージ図に記載のない関係機関等の皆様も含め

た地域ぐるみの取組を推進してまいります。 

再犯率が横ばいなのは改

善されていない課題があ

るということだと思う。 

令和６年のアンケート調査では、住居・就労の確保、支援ネッ

トワークの構築、市民・事業者等への理解促進といった課題に

係るご意見を多くいただいております。これらの取組について

は、次期計画においても重点推進施策に掲げ、取組の充実を図

ってまいります。 

 

 

再犯を取り巻く状況につ

いて、本市の特徴や細か

いデータを記載してほし

い。 

  

本市の再犯を取り巻く状況について、特徴等が分かるデータを

記載いたします。 
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犯罪を犯した高齢者に対

して地域包括支援センタ

ーがどのような支援をし

ているのか知りたい。 

地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の皆様を、介

護、福祉、健康、医療の面から総合的に支援している公的な相

談窓口です。犯罪をした人か否かにかかわらず、高齢者やその

御家族等からの相談を受け付け、適切な支援施策につなげるな

ど、寄り添った支援を行っています。 

本市の再犯者数や再犯率

が他都市と比較してどう

なのかが分かるとよい。 

国のデータを追加し、全国と比較できるような記載に修正いた

します。 

保護司や協力雇用主な

ど、民間協力者が市内に

どれだけいるのかが分か

ると良い。 

公表の可否等について関係機関に確認のうえ、可能な範囲で記

載できるよう調整・検討させていただきます。 

再犯率が非常に高いの

で、再犯率が低そうな人

を重点的に支援する仕組

みがあってもよいのでは

ないか。 

再犯防止の推進は、高齢、障害、依存など、罪を犯した人が抱

える課題に応じて社会復帰に向けた支援を実施するものであ

り、令和７年６月の改正刑法施行による拘禁刑の導入も同様の

趣旨であると認識しています。 

拘禁刑下では、刑務作業の実施が前提ではなくなり、作業を含

む受刑生活への動機付けを強化するなど、一方的に矯正処遇等

を課すのではなく、受刑者自身が作業の目標を自分で考えるこ

とが目的の一つとなっています。 

本市においても拘禁刑の導入をきっかけに矯正施設との連携の

下、出所前段階から、受刑者自らが考え、目標を持たせること

につながる社会復帰支援に取り組み、更生意欲の喚起に努めて

まいります。 

実態調査から再犯の傾向

や背景を分析し、支援施

策の充実につなげてほし

い。 

アンケート調査の結果やパブリックコメントの御意見を踏ま

え、再犯防止・更生支援の取組に資する施策の充実に努めてま

いります。 

再犯率の増減をどのよう

に分析しているのか。 

犯罪の動向は社会経済情勢や刑法の改正等、様々な要因が関係

するため、増減に関して正確な分析を行うことは困難ですが、

要因の一つとして、新型コロナウイルス感染症の５類引下げに

よる社会経済活動の活発化があるのではないかと思料している

ところです。 

京都市に求めることとし

て「幼少期からの家庭内

の教育の充実」とある

が、家庭内の問題に京都

市が関与するのは限界が

あるのではないか。 

再犯防止に限らず、家庭内の問題に行政が直接関与することは

困難と考えます。一方で、家庭内での教育の充実は再犯防止・

更生支援の理解の促進につながるものであるため、親子が集う

再犯防止に関するイベント等を通じて、関係機関等とも連携し

ながら周知・啓発に努めてまいります。 
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どんな支援が必要とされ

ているのか、当事者の声

から拾い対策を考えてい

くことは必要。 

本市では、所管部署に配置している「更生支援相談員」が、刑

事司法関係機関、医療・福祉機関、民間協力者を通じて当事者

の状況をお伺いし、必要な福祉的支援へのつなぎを支援してい

ます。これまで構築してきたネットワークを活用し、効果的な

支援の在り方について検討を進めてまいります。 

地域の声も取り入れ、横

ばいの犯罪率が少しでも

減ることを期待する。 

取組の進捗管理等を行う京都市再犯防止推進会議には、地域の

方を含む様々な関係者に参画いただいております。今後も地域

社会への理解促進に努め、地域ぐるみの取組を進めてまいりま

す。 

窃盗犯が多いのは貧困層

が多いからではないか。

社会的孤立なども課題で

ある。 

犯罪等をした人の中には、住居や安定した仕事がない、薬物依

存や障害があるなど、立ち直りに多くの課題を抱え、生きづら

さを抱える人が少なくありません。また、犯罪等をした人は、

周りから偏見を持たれやすく社会的に孤立しやすい傾向にあり

ます。このため、柱１に基づき、住居や就労の確保はもとよ

り、孤独・孤立を防ぐためにも多様な社会の居場所づくりを推

進してまいります。 

環境も大事だが、自ら生

活する力、考える力を伸

ばす援助も大事。  

令和７年６月の改正刑法の施行により、懲役刑、禁固刑が廃止

され、拘禁刑が導入されました。拘禁刑下では、刑務作業の実

施が前提ではなくなり、作業を含む受刑生活への動機付けを強

化するなど、一方的に矯正処遇等を課すのではなく、受刑者自

身に作業の目標を自分で考えさせることが目的の一つとなって

います。 

本市においても拘禁刑の導入をきっかけに矯正施設との連携の

下、出所前段階から、受刑者自らが考え、目標を持たせること

につながる社会復帰支援に取り組み、更生意欲の喚起に努めて

まいります。 

知能犯は周りの理解を得

られにくい面があるが、

小さなことから社会の一

員としての感覚を取り戻

すことが大事。 

支援者の不足や地域理解

の乏しさは社会全体が向

き合うべき課題だと感じ

た。 

国、府、民間協力者等と連携し、地域社会への理解促進に努め

てまいります。また、保護司、更生保護女性会、ＢＢＳ会等、

地域における支援活動の周知や担い手確保への協力により、民

間協力者の活動の支援に取り組んでまいります。 

 

地域社会での連携体制イ

メージ図について、各機

関のバランスの調整を。 

  

より分かりやすいイメージ図に修正いたします。 

 

再犯者数等のグラフにつ

いて、全国的な傾向が分

かる記載もあればよい。 

  

全国の傾向が分かるグラフを追加いたします。 
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本計画が更生保護に携わ

る方にも伝わり切ってい

ない現状について、自分

でも何かできないかと考

えた。 

関係機関向けの研修を実施する等、再犯防止・更生支援に関わ

る支援者の人材育成等に取り組んでまいります。また、これま

でに構築した支援ネットワークを活用して当事者の声に耳を傾

けることで、より効果的な支援の在り方を検討するとともに、

地域社会への理解促進にも努めてまいります。 

本計画の知名度が上が

り、再犯者が何に困って

いるのかが広く理解され

ることを望む。 

窃盗犯については、仕事

の意欲と多業種の方の協

力を期待したい。 

御意見のとおり、就労意欲の喚起は重要と考えております。刑

事司法関係機関や民間協力団体等、現場第一線で支援する関係

者同士の連携体制の充実を図るとともに、属性を問わない分野

横断的な重層的支援体制の下で、多層的な切れ目のない支援を

推進してまいります。 

地域社会での連携体制イ

メージ図について、町内

会等の地縁組織で再犯防

止を意識してもらう働き

かけが必要。 

罪を犯した人が地域社会の一員として再出発するためには、ご

意見のとおり、地縁組織の御理解と御協力が必要不可欠です。

目指すまちの姿の実現に向けて、引き続き、地域社会への理解

促進に取り組んでまいります。 

 

 

【第３章 本市が目指すまちの姿】 

意見の要旨 京都市の考え方 

年間に面談する人数を決

めるなど、個別相談に係

る数値目標も必要ではな

いか。 

罪を犯した人への相談支援については、行政や民間支援団体

等、様々な支援機関で対応しているところです。評価指標や数

値目標の在り方については、引き続き検討させていただきま

す。 

目標値の設定について、

R6の数値がなぜ「1,329

人」ではなく「1,673

人」なのか。 

市民意見募集資料では、刑法犯のみのグラフを記載していまし

た。刑法犯に特別法犯を加えると、1,673人となるため、計画

案には刑法犯と特別法犯を合算した再犯者数のグラフを掲載い

たします。 

目標値を１５％減に設定

した経過や根拠等を記載

すべき。 
１５％減の目標値については、過去の再犯者数の推移を参考

に、令和６年度の値を基準として設定したものです（年３％×

５年間）。再犯者数の推移に係るグラフ等、計画への記載につ

いて検討させていただきます。 

そもそも１５％削減とい

う目標数値はどこからき

たのか。 

再犯者数の１５％以上削

減は高い目標だが頑張っ

てほしい。 
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目指すまちの実現には、

市民一人一人が自分事と

して取り組める環境整備

が大事。 

全ての人が自分の居場所と出番を見つけられ、誰もが犯罪によ

る被害を受けることなく、安心して暮らすことができる地域社

会の実現に向け、地域社会への理解促進等に取り組んでまいり

ます。 

アウトカムの指標ではな

くアウトプットの指標を

設定すべき。 

本計画全体の成果指標と目標値については、本市域における再

犯者数の１５％以上減（令和１２年度まで）と設定しておりま

す。また、各施策の成果指標及び目標値については、本市の再

犯防止をけん引する重点推進施策ごとに設定することとしてお

ります。 

なお、重点推進施策以外についても、可能な範囲で定性的な目

標を計画に記載することで、京都市再犯防止推進会議において

進捗管理等を行ってまいります。 

ゴミ拾いやパトロールな

どの地域活動が犯罪をし

づらい環境づくりにつな

がると思う。 
ゴミ拾いやパトロールなど、公衆衛生環境の改善や防犯活動の

強化などの視点は、再犯防止を含めた犯罪予防につながる大事

な取組であると認識しております。ＳＮＳを悪用した犯罪等が

増加する中、御意見については関係部署とも共有し、今後の対

策検討に当たっての参考とさせていただきます。 

犯罪をしにくいまちづく

りや犯罪にアクセスしに

くい環境づくりが大事で

ある 

犯罪を起こさせないまち

づくり（夜間パトロー

ル、防犯カメラ、防犯訓

練等）が必要。 

生きやすさや心地よさは

数字では測れない。話を

聞いてくれる人や相談に

つながる場所が重要。 

犯罪等をした人が地域の一員として生活していくためには、本

人の更生意欲だけではなく、地域の理解と協力が必要不可欠で

す。 

本市では、民間団体による犯罪や非行をした方を対象とした再

犯防止に資する居場所づくり等を促進するための補助制度を令

和３年度に創設し、民間団体への支援を行っています。引き続

き同補助金のほか、保護司、更生保護女性会、ＢＢＳ会等の活

動の周知や担い手確保への協力等により民間協力者の活動の支

援に取り組んでまいります。 

また、こうした取組を通じて生きづらさを抱える方々の居場所

と出番を創出し、犯罪等をした人が孤立しない社会の実現を目

指してまいります。 

犯罪を起こすきっかけを

少なくする地域の基盤づ

くりと、犯罪を犯した人

が孤立しない社会への変

革が必要。 

犯罪者だけでなく、生き

づらさを抱える社会的弱

者を統括的に支えていく

ことが大事。 
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偏見が本人の居場所をな

くすきっかけになってい

る。立ち直りを意識した

人には役割を与えること

が大事。 

市外からの移住者が多く

地域古来の祭りやイベン

トが廃止される現状を解

決しなければ地域主体の

取組は難しい。 

犯罪をしてしまった人た

ちによる交流会などを行

ってもよいのではない

か。 

社会に居場所があることは、対象者の心の拠り所になるだけで

なく、社会とのつながりを保ち、孤独・孤立を防ぐことにもつ

ながるため、いただいた御提案は大変有効と考えております。

行政や支援団体等の相談窓口では話せないことでも、当事者同

士なら話せることもあるでしょうし、悩みや課題を共有するこ

とで更生意欲の喚起につながることもあるかもしれません。御

意見を参考に今後の施策を検討させていただきます。 

再犯防止に取り組む人材

の育成が重要。 
これまで刑事司法関係機関と連携した研修会を開催し、市職

員、支援機関等の支援ノウハウの共有等によるスキルアップと

顔の見える関係づくりを推進してまいりました。 

今後も質の高い人材の育成に取り組み、「支援機関相互の連携

強化と支援ネットワークの拡充」に努めてまいります。 

犯罪をしにくいまちづく

りや再犯防止に関わる質

の高い人材の育成に力を

入れてほしい。 

再犯防止を単なる犯罪対

策ではなく共生社会の実

現として捉える姿勢に賛

同する。 本計画における目指すまちの姿は、令和 7年 12月に策定された

京都基本構想の「自他の生をともに肯定し尊重し合えるまち」

に通じるものと認識しております。 

罪を償い社会の一員として再出発しようとする人やそれを地域

で支える人など「全ての人が自分の居場所と出番を見つけら

れ、誰もが犯罪による被害を受けることなく、安心して暮らす

ことができる地域社会の実現」を目指してまいります。 

地域の一員として受け止

める包摂的な支援とやり

直しを支える社会の取組

が必要。 

再犯防止には地域の理解

と協力が不可欠で、地域

に居場所を感じることが

出来れば再犯は減ると思

う。 
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再犯率だけでなく、当事

者の生活の安定や社会的

つながりといった質的指

標を含めるべき。 

御意見のとおり、再犯防止の推進に当たっては、量的評価と質

的評価の両方の側面からの評価が必要と考えております。 

現時点では、量的評価として本市域における再犯者数を指標に

設定している状況ですが、今後重点推進施策ごとにも成果指標

と目標値を設定することとしております。 

また、その他の施策についても、可能な範囲で定量的又は定性

的な目標を計画に記載することで、京都市再犯防止推進会議に

おいて各施策の成果や進捗状況を検証してまいります。  

質的評価を行い、再犯者

数以外にも何らかの成果

が生じていることを示す

ことが重要。 

成果指標に支援のプロセ

ス（住居確保率、就労継

続率等）を入れるべき。 

薬物依存からの回復支援

を重点分野として明示

し、市民・企業向けの啓

発を拡充してほしい。 

薬物依存からの回復支援については、薬物依存症回復支援プロ

グラム「ＫＥＥＰ」、依存症家族支援プログラムの実施等に加

え、保健・医療をはじめとした各種支援へのつなぎをサポート

する等、切れ目のない支援を推進しております。引き続き支援

ネットワークの強化に努めるとともに、薬物依存をはじめとし

た再犯防止・更生支援の理解促進に取り組んでまいります。 

再犯者数が一定数あった

としても、支援を受ける

人がより良い人生に少し

でも向かうよう取り組ん

でほしい。 

再犯防止の取組は、当事者の更生意欲と地域の支援者の皆様の

御協力の下で成り立っております。今後とも、「全ての人が自

分の居場所と出番を見つけられ、誰もが犯罪による被害を受け

ることなく、安心して暮らすことができる地域社会の実現」を

目指してまいります。 

 

【第４章 各施策の展開】 

柱１ 住居・就労の確保等による社会の居場所づくりの更なる推進 

意見の要旨 京都市の考え方 

刑事司法の入り口から出口

にかけて、切れ目のない支

援が展開されることを望む。 

本市では、更生支援相談員を１名配置し、「刑事司法関係機関等から

各種支援へのつなぎ」や「関係者同士の顔の見える関係づくり」等を

支援しております。これまで構築してきた支援ネットワークを活用し、

引き続き切れ目のない支援に努めてまいります。 

離職から再犯に至るケース

が多いため、多くの保護司

が就労支援の重要性を感じ

ている。 

就労は、生計を支えるだけでなく、規則正しい生活を促し、社会との

つながりを保つためにも重要であることから、関係機関と連携し、就労

の確保と定着のための施策を推進します。 

また、各種支援へのつなぎをサポートするとともに、支援者同士の顔

の見える関係づくりを進める等、地域全体で対象者を支援し、見守る

ことができる環境整備を進めてまいります。 

就労が出来ても続かないと

いう現実がある。そこをどう

するのかが大きな課題。 
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住居と仕事のみで人は生き

ていけないので、居場所が

大事。 

本市では、民間団体による犯罪や非行をした方を対象とした居場

所づくり等を促進するための補助制度を令和３年度に創設した

ほか、保護司、更生保護女性会、ＢＢＳ会等の活動の周知や担い

手確保への協力等に取り組んでおります。こうした取組により、

居場所と出番を創出することで、犯罪等をした人が孤立しない社

会の実現を目指してまいります。 

犯罪を起こしてしまった人

が安心できる空間を数多く

作っていくことが今後の解

決策につながると思う。 

多様な関係機関をつなぐ調

整役が京都市に配置されて

いるのは心強い。 

本市では所管部署に配置した「更生支援相談員」１名が、刑事司

法関係機関、医療・福祉機関、民間協力者を通じて当事者の状況

をお伺いし、必要な施策へのつなぎを支援しています。引き続き、

支援ネットワークの構築・強化に努めてまいります。 

就労支援の一環として、は

あと・フレンズ・ストアのよう

なアンテナショップを街なか

に進出させられないか。 

就労支援の必要性と再犯防止の普及啓発という観点から、いただい

た御意見は大変参考になるものと考えております。今後の取組につ

いて、関係機関と協議・検討してまいります。 

ハンドブックや啓発ポスター

等、高齢者支援の現場で活

用していきたい。 

現場第一線で各種支援に取り組む方々にとって使いやすいハンドブ

ックの作成等、引き続き再犯防止・更生支援に係る周知・啓発活動に

取り組んでまいります。 

行政と企業が連携し、出所

者の年齢・身体能力・障害

の状況等に合わせた就労

環境の整備に取り組んでほ

しい。 

就労の確保と定着に向けた支援には、地域の皆様の御理解と御協力

が必要不可欠です。福祉関係機関、協力雇用主や職親プロジェクト

等の企業とも連携し、引き続き就労環境の整備に取り組んでまいりま

す。 

農福連携について、障害者

だけでなく出所者にも考え

る必要がある。 

農福連携の在り方については、現在関係機関と協議を行っているとこ

ろです。出所者を積極的に雇用する日本財団職親プロジェクトの京

都支部が令和７年度に立ち上がったことを契機として同プロジェクトと

の連携を進めるほか、保護観察所と連携した協力雇用主の開拓等、

引き続き就労支援に係る取組を進めてまいります。 

 

住居や就労の問題を解決

できる制度や施設があれば

再犯者数も減るかもしれな

い。 

  

本市では、生活困窮者自立支援制度等による居住支援や就労支援

の各種施策を推進しているところです。民間団体等が行う支援活動と

の連携も強化し、地域ぐるみの取組を進めてまいります。 

 

当事者同士が集まり語り合

う機会を増やすべき。背景

や意見を共有することで自

身の反省に活かせる。 

  

本市では、民間団体が創出する当事者が語り合う機会に対する支援

を実施しています。御意見のとおり、本市としてもピアサポートは当事

者の居場所や寄り添い支援につながる大変重要な機会と考えてお

り、引き続き検討を進めてまいります。 
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貧困を理由に再犯をする人

がいるので、生活保護の申

請や住居の確保などの政

策が盛り込まれているのは

良い。 

再犯に至る理由は様々ですが、特に高齢者の窃盗罪の背景には貧

困の問題が要因の一つであると考えています。生活困窮者自立支援

制度、生活保護制度等による生活困窮者の住居の確保や就労支援

など、引き続き各種施策を推進してまいります。 

帰住先を再犯防止に前向

きな自治体に限定してはど

うか。また、服役中から就労

支援をしてみてはどうか。 

社会福祉協議会、自治会・町内会とも連携しながら、犯罪等をした人

が地域の中に包摂され、社会の一員として立ち戻っていくことを支援

してまいりたいと考えております。また、拘禁刑の創設を踏まえ、矯正

施設と連携の下、出所前からの社会復帰支援に取り組むことで、就労

意欲の喚起につなげる取組を推進いたします。 

大学と連携した実践的な技

能習得プログラム等、若年

層への就労支援強化を望

む。 

本市では、広く生きづらさを抱える方々への支援を念頭に、大学

等とも連携した居場所づくりや就労支援等の在り方を検討して

いるところです。大学や企業との更なる連携の下、引き続き就労

支援の強化に努めてまいります。 

刑事司法・医療・福祉・地域

組織の橋渡しを担う専門的

コーディネート人材の配置

を検討すべき。 

本市では、令和３年度から「更生支援相談員」を 1名配置し、出所者

等を必要な施策へつなぐための橋渡しをさせていただいております。

これまでに構築した支援ネットワークを活用し、引き続き切れ目のない

支援に取り組んでまいります。 

住居確保支援の強化と就

労支援の質の向上が必要。 

本市では、居住支援法人や福祉事業者等との連携のほか、本市の緊

急一時宿泊所等も活用することで、適切な住居の確保に努めており

ます。また、就労支援についても、就労意欲の喚起、チャレンジ就労

等、関係機関と連携した取組を進めております。居住支援や就労支

援は生活困窮者自立支援制度の根幹となる部分であり、引き続き、質

の向上の努めてまいります。 

協力雇用主の開拓等、市

内の経済団体や業界団体

からも参画を得て議論の輪

を広げてみてはどうか。 

罪を犯した人が地域社会の一員として復帰するための就労支援を考

えるうえで、大変参考になるご意見をありがとうございます。京都保護

観察所や日本財団職親プロジェクトとの連携等、今後も幅広い議論を

進めてまいります。 

 

孤独孤立対策をはじめとす

る人とのつながりで更生の

道を歩んでほしい。 

  
社会に居場所（生きがい）があることは、当該対象者の心の拠り所に

なるだけでなく、社会とのつながりを保ち、孤独・孤立を防ぐことにもつ

ながるため、引き続き多様な社会の居場所づくりを推進してまいりま

す。 

 

出所者が罪と向き合う姿を

見守ることで社会から孤立

しないようにすることが大

事。 
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人手不足に係る外国籍人

材の犯罪も増えているの

で、彼らへのフォローも必要

ではないか。 

地域には、子どもから高齢者、障害のある方や外国籍の方など、様々

な方が暮らしておられます。再犯防止の推進に当たっては、犯罪等を

した人も含めて、多様性を認め合い、つながり、支え合いの中で暮ら

していく地域共生社会の実現が重要です。 

地域で各種支援に取り組まれている支援団体の皆様とも連携し、外

国籍の方を含む全ての方が地域社会の一員として生き生きと生活で

きるよう、引き続き支援してまいります。 

更生させるためには居場所

や働く場所が必要。犯罪歴

がある方も積極的に雇う仕

組みがあっても良い。 

市内企業等に対して、罪を犯した人を雇用することの意義等を周知

する等、京都保護観察所と連携して協力雇用主の開拓に努めており

ます。また、出所者を積極的に雇用する日本財団職親プロジェクトと

の連携も進めているところであり、引き続き取組の充実を図ってまいり

ます。 

帰る家がない子供たちが安

心していられる場所を作っ

てほしい。 

支援が必要な子どもとその家族への支援は、次期計画の中でも重要

な取組の一つです。子どもたちが地域で安心して生き生きと生活でき

るよう、引き続き関係機関との連携に努めてまいります。 

公的支援制度の充実。とり

わけ、帰住先のない出所者

等へ市営住宅の空き室提

供を。 

市営住宅の空き室提供については、幅広い社会ニーズを的確に把

握し、柔軟に対応できるよう各種支援団体等とも連携しているところで

す。今後も国の動きを注視しつつ、居住支援を含む公的支援制度の

充実に向け、引き続き、重層的な支援体制の構築に努めてまいりま

す。 

出所後の速やかな支援に

ついて、協力雇用主や居住

支援法人の果たす役割が

重要。 

就労支援と居住支援の強化は、再犯防止に係る当事者支援の中でも

重要な課題と認識しております。民間の企業や支援団体等との連携

を強化し、出所前からの切れ目のない支援に取り組んでまいります。 

高齢の出所者に見合った

介護サービスの提供や受け

入れてくれる社会福祉施設

の整備が必要。 

高齢者や障害のある人等が居場所と出番を持って生き生きと生活で

きるための支援の充実は、地域共生社会の実現に向けても重要な課

題と認識しております。国の動きにも注視しつつ、引き続きより良い支

援の在り方を検討してまいります。 
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柱２ 重層的支援体制の構築による保健医療・福祉サービスへのつなぎや寄り添い支援の 

実施 

意見の要旨 京都市の考え方 

福祉関係へ丸投げになら

ないよう、重層的なチー

ム支援が必要。 

再犯防止の取組の推進は、地域社会全体の課題であり、分野を

超えた重層的な支援体制の構築が必要です。 

一方で、この取組は区・学区を単位とした更生保護ボランティ

アなど、多くの民間協力者に支えられていますが、地域のつな

がりが希薄化している中、本市における民間協力者等は減少傾

向にあり、ボランティア一人一人の負担が重くなっているた

め、支援者支援の取組が求められています。 

引き続き、担い手確保等をはじめとした活動支援や新たな団体

の発掘等を通じて支援の幅を広げるとともに、各支援機関のネ

ットワーク強化を図ることで、地域社会における重層的な支援

体制の構築に努めてまいります。 

再犯防止は地域全体の課

題であり、分野を超えた

重層的で包括的な支援が

必要。 

地域に根差した伴走型支

援の実効性を高めるに

は、当事者・地域住民・

支援者の協働を制度化す

る工夫が必要。 

先日参加した研修で、検

察庁や警察に社会福祉ア

ドバイザーが配置されて

いることを知った。もっ

と周知すべき。 

 

再犯防止の分野に限らず、近年は様々な分野において福祉との

連携が進んできております。引き続き、国、府、民間協力者等

と連携し、再犯防止・更生支援の理解促進に取り組んでまいり

ます。 

各関係機関での実践知の

共有がネットワークの構

築につながる。 

これまで刑事司法関係機関と連携した研修会を開催する等、市

職員、支援機関等の支援ノウハウの共有によるスキルアップと

顔の見える関係づくりを通じて、ネットワーク体制の構築・強

化に努めてまいりました。今後も引き続き、重点推進施策に掲

げる「支援機関相互の連携強化と支援ネットワークの拡充」に

取り組み、様々な支援機関の知識と経験を関係者同士で共有す

るなど、支援ネットワークの構築・強化に取り組んでまいりま

す。 

複合的な課題に対して

は、切れ目のない支援体

制と情報共有の仕組みづ

くりが重要。 

 

一つの機関や施設の中で

も連携は大事なので、関

係機関の連携強化も重

要。 

 

 

各組織間の連携のさらな

る強化を。防犯カメラ

（自治会）を通じた更な

る連携強化。 
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依存性の高い犯罪には医

療や福祉との連携が大

事。質の高い人材の育成

について大学等と連携す

べき。 

再犯防止の推進には、支援ネットワークの強化だけでなく、人

材の育成による質の向上も喫緊の課題です。特に実際の支援に

当たっては、医療や司法の知識を要する場面もありますが、福

祉分野の業務に従事する方々にとっては専門外の分野であり、

研修体制の充実が求められています。大学との連携も含め、引

き続き人材育成の在り方について検討を進めてまいります。 

専門職による司法に関す

る知識習得や相談先が圧

倒的に不足している。障

害福祉事業所への研修も

必要。 

薬物依存症の人がかかる

医療機関を増やすべき。 
薬物依存に係る犯罪等、専門的な治療を要する支援の充実は重

要な課題の一つと認識しております。 

一方、窃盗症や性関連の依存症については、専門機関の数も少

なく連携する支援先が少ないことが課題となっています。依存

症の方への支援については、国や府はもとより医療機関等との

連携の在り方を含め、引き続き検討・研究してまいります。 

医療にどれだけ繋げられ

るかが重要。 

クレプトマニア（窃盗

症）や性関連の依存症は

医療機関で扱われにく

く、支援対象として強調

すべき。 

福祉サービスにつながら

ず生きるために犯罪に手

を染めてしまった人を救

ってほしい。 

本市では、所管部署に配置した「更生支援相談員」１名が、関係機関

等を通じて当事者の状況をお伺いし、必要な福祉サービスへのつな

ぎを支援しています。地域の支援機関とも連携しながら、引き続き重

層的な支援体制の構築に努めてまいります。 

福祉制度の充実だけでな

く、人とのかかわりの充

実が必要ではないか。 

御意見のとおり、人とのかかわりや社会とのつながりを保つこ

とは大変重要な視点であると考えております。引き続き、地域

社会への理解促進等に努めてまいります。 

薬物依存回復に係る地域

資源（DARCなど）と制度

的に連携・支援する仕組

みが不可欠である。 

再犯に至る背景や当事者が抱える課題は様々であり、薬物依存

に限らず、地域資源との連携は必要不可欠です。これまで構築

してきたネットワークの更なる強化はもちろんのこと、制度面

での充実・強化に向けた国への要望を含め、今後も引き続き効

果的な支援の在り方を検討してまいります。 
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柱３ 非行の未然防止、犯罪等をした少年やその家族への支援の実施 

意見の要旨 京都市の考え方 

少年に限らず、成人も含

めた加害者家族支援が必

要。 

加害者の家族も偏見等により生きづらさを抱え、どこにも相談

できないまま社会で孤立するケースがあることから、加害者家

族の支援は必要と考えています。御意見のとおり、成人の加害

者家族の支援も少年の家族と同様に生きづらさを抱えるケース

があることから、他都市の事例も参考にしながら、悩みを共有

し、共に考える機会の創出を検討してまいります。同時に、犯

罪被害者やその家族・御遺族の方も犯罪による生命や身体への

直接的な被害だけではなく、その後も心身の不調や苦痛、周り

の理解不足、中傷などにも苦しめられ、深刻な状況に置かれる

ことから、犯罪被害者の支援が重要であることも再犯防止推進

計画の中で周知してまいります。 

家族・周囲のケアラーへ

の負担や二次的被害への

配慮を盛り込むべき。 

生徒が性加害を繰り返さ

ないよう、包括的な性教

育が必要であることを計

画に記載してほしい。 

御意見のとおり、生徒が性加害を起こさないようにするために

も性教育は重要であると認識しています。本市では外部講師に

よる非行防止教室を実施しているところであり、引き続き子ど

もの規範意識の育成に努めてまいります。 

学校教育での啓発を踏ま

えた授業も有効。 

各学校が実施する非行防止教室に保護観察官や保護司等の外部

講師を招いて講和を実施する等、啓発を踏まえた効果的な取組

について引き続き検討してまいります。 

青少年の非行防止の課題

として、ネット上でのモ

ラルやリテラシーをしっ

かり教える必要がある。 

スマートフォンの普及に伴い、ＳＮＳ等が介在したいじめの増

加や性犯罪等の被害が起きています。インターネットは匿名性

が高く、誹謗中傷等の問題が起きやすいため、情報モラルを培

うことが必要です。 

御意見のとおり、本市の関係部署、警察、民間団体等と連携

し、情報モラルの教育の在り方について検討を進めてまいりま

す。 

薬物犯罪や性犯罪の再犯

防止は、教育的な要素が

重要。SNS上の有害な情

報等、再犯しにくい環境

づくりも大事。 

 

非行少年少女には社会的

なサポートや見守りによ

る犯罪防止が必須。 

 

非行や犯罪に至る少年少女の背景には、様々な家庭の事情等が

あると考えています。家族では解決しきれないような課題であ

っても周りの大人の支えや見守りで解決できることがあるかも

しれません。引き続き地域社会への理解促進に努めるととも

に、少年少女やその家族への支援の充実を図ってまいります。 

非行や犯罪に至ってしま

った児童が更生できるよ

う、大人の支えや居場所

づくりなどの支援をして

ほしい。 
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家や学校以外に相談でき

る場所があるということ

を多くの子ども達に発信

していく必要がある。 
子どもにとっての身近な大人と言えば、大半が家や学校で接す

る家族や教師になります。 

したがって、家や学校に居場所がない子ども達に第３の居場所

を創出することは大変重要な支援の一つになると考えておりま

す。 

一方で、子どもが抱える課題の中には非常にデリケートなもの

もあり、特にそれが家庭内の問題である場合は、学校や関係機

関が容易に関与できないというケースもあります。 

子どもの非行や犯罪の未然防止に資する取組を本市の関係部署

や少年鑑別所、民間団体と連携してまいります。 

再犯防止の前に初犯防止

が必要。親、学校共に思

いやりのある子を育てる

べき。 

民間資源が非行リスクの

ある少年や家族を柔軟に

支援できる体制の構築や

学校以外の居場所の充実

が必要。 

地域での気づきが得られ

るよう、本人や家族と関

われる支援組織の充実が

必要。 

 

 

少年と家族への支援につ

いて、実施主体や情報共

有のルールを明記される

べき。 

 

  

少年やその家族が抱える課題は様々であり、生活環境の変化に

伴いその内容も複雑化・複合化しております。支援ネットワー

クの構築に当たっては、適切な情報共有の仕組みが必要不可欠

であり、引き続き検討を進めてまいります。 

大学生が教育の中で防犯

のあり方を考える機会を

作るべき。非行に走る前

段階での積極的なアプロ

ーチが必要。 

本市では、再犯防止に関する出前授業を実施するなど、大学教

育の中で再犯防止について考える機会を創出してまいりまし

た。非行の未然防止や防犯の在り方等、大学生への教育はもと

より、大学との連携による地域社会への普及啓発にも取り組ん

でまいります。 

目先のお金のために若者

が犯罪に加担することの

ないよう、防犯活動の啓

発が必要。 

 

若者の非行対策について、

警察などと連携した支援 

やパトロールが必要。 

 

本市では、府警との連携の下、再犯防止に係る普及啓発等に取

り組んでおります。若者の非行対策についても、引き続き支援

の在り方を検討してまいります。 
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松本市立旭町中学校分校

の取組を参考に、入所中

の少年に学校教育の機会

を与えてほしい。 

本市では、少年鑑別所に入所している少年や更生保護施設に入

所している方に対して京都の伝統産業品の製作体験を実施して

います。いただいたご意見を参考に、今後の取組を検討してま

いります。 

 

 

柱４ 犯罪等をした人の年齢や特性に応じた取組の推進 

意見の要旨 京都市の考え方 

若い人へのアプローチも

重要。伝統産業だけでな

く現代美術に触れること

も良い。 

本市では、学校と連携した薬物乱用防止教育の実施や、青少年

活動センターを活用した若者の居場所づくりの取組を実施して

おります。 

犯罪等をした人には、その生い立ちから体験格差が生じている

ケースもあり、こうした体験格差を軽減し、更生意欲を高める

ための取組として、京都の文化力を生かした社会復帰支援に取

り組むこととしております。 

計画では、伝統産業体験等を実施することとしていますが、伝

統産業体験に限らず、更生意欲の喚起につながる取組を展開し

てまいります。 

出所前から関係機関が連

携し、出所後も入所中の

情報を共有する等、継続

的な重層支援をお願いし

たい。 

令和７年６月の改正刑法の施行により、懲役刑、禁固刑が廃止さ

れ、拘禁刑が導入されました。 

拘禁刑下では、刑務作業の実施が前提ではなくなり、作業を含む

受刑生活への動機付けを強化するなど、一方的に矯正処遇等を課

すのではなく、受刑者自身に作業の目標を自分で考えさせること

となります。 

また、新たな処遇課程として福祉的支援課程が新設されたことに

より、在所中の障害者手帳等の取得に向けた調整が実施される予

定です。 

本市においても拘禁刑の導入をきっかけに、当事者やその家族、

地域住民等をはじめとした関係者が参加可能な支援会議の開催を

検討しています。 

依然として課題はあるものの、出所前から出所後の社会復帰にか

けて、切れ目のない継続的な重層支援ができるよう努めてまいり

ます。  

出所後の厳しい現実を出

所前にしっかり教育する

必要があるのではない

か。 

出所前からの支援につい

て、刑事司法関係機関と

連携したセルフケアの

（自らの健康を維持す

る）取組も有効では。 

 

出所後の人間関係構築に

係る挨拶や礼儀につい

て、出所前からトレーニ

ングを行うべき。 
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文化施設や大学と協力す

ることで京都の文化力を

生かした先駆的な取組を

期待する。 本市では、京都の文化力を生かし、刑務所受刑者や少年鑑別所

在所少年等に対し、染色体験をはじめとした伝統産業体験を実

施してきたところです。 

これは、豊かな人間性を育み、更生意欲や自己肯定感を高める

取組であり、再犯の背景にある体験格差の解消にも資するもの

であると考えております。 

令和７年６月に創設された拘禁刑の下では、個々の受刑者に応

じたきめ細やかな処遇を実施することが可能となったことを踏

まえ、今後は、文化施設や大学等との連携も視野に入れつつ、

出所前段階から京都の文化力を生かした社会復帰支援に取り組

んでまいります。 

反省し更生された人がい

るのなら伝統文化や福祉

関係の担い手となって活

躍してほしい。 

京都の文化力を生かすと

いうのが施策の大きな特

徴だと思う。効果をはか

るのは難しいが期待して

いる。 

京都の文化力を生かした

取組について、これまで

どのような取組をされて

きたのか。 

京都の文化力をどのよう

に活用すれば更生に結び

つくのか記載すべき。 

計画の策定に当たって結びつきが分かるような記載に努めてま

いります。 

世の中が多様性を尊重し

ている中、年齢や特性で

区切る支援は必要ないと

思う。 

犯罪等をした人の中には、高齢や障害、薬物依存など、様々な

特性を持つ人がおり、年齢や特性に応じたアプローチが必要で

あると考えております。 

また、拘禁刑の導入により、個々の受刑者の特性に応じたきめ

細やかな処遇を実現させ、効果的な改善更生と円滑な社会復帰

を図るための柔軟な取組が求められています。 

犯罪等をした人が、再び地域社会の一員として活躍できるよ

う、出所前段階から矯正施設との連携に努め、出所後も切れ目

のない継続的な支援体制の構築に努めてまいります。 

京都の文化力を生かした

取組が素晴らしい。出所

するまでに一人でも多く

の良き大人や支援者に出

会えるかが重要。 

再犯に至る方々の背景には様々な背景があると考えております

が、ご意見のとおり、良き大人や支援者に出会えるかどうかは

一つのポイントになると考えております。 

再犯防止の取組の推進に当たり、当事者自身の更生意欲がその

前提となることはもちろんですが、地域で受け入れる支援者の

皆様のご理解とご協力が必要不可欠です。 

本市としては、引き続き切れ目のない重層的な支援体制の構築

に努めてまいります。 
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柱５ 民間協力者相互の連携、支援者活動を充実・強化するための環境設備 

意見の要旨 京都市の考え方 

協力雇用主の大半は支援

者支援より本人支援を望

んでいる。 

協力雇用主の開拓が課題として挙がる一方、既存の協力雇用主

の方へのフォローや支援の充実も必要と考えております。就労

以外で本人が抱える課題の中には、協力雇用主による解決が困

難なものもあるため、いただいた御意見を踏まえ、本人支援の

充実にも努めてまいります。 

社会を明るくする運動関

連イベント等で BBS会の

存在を広く浸透させては

どうか。 

御意見を踏まえ、市民・事業者等への啓発に当たっては、BBS

連盟と連携し、その存在を広く知っていただけるよう周知・啓

発に取り組んでまいります。 

支援者支援に関する窓口

の設置を望む。 

本市では、令和３年度から「更生支援相談員」を配置し、各支

援者からの相談支援に対応しております。引き続き、支援ネッ

トワークの構築・強化に努めてまいります。 

保護司が足りていないの

で、教師や市職員の OB等

へ保護司の勧誘をお願い

したい。 

再犯防止の取組は、区・学区を単位とした更生保護ボランティ

アなど、多くの民間協力者に支えられていますが、地域のつな

がりが希薄化している中、本市における民間協力者等は減少傾

向にあり、ボランティア一人一人の負担が重くなっています。 

保護司、更生保護女性会、ＢＢＳ会等の活動の周知、担い手確

保への協力等、引き続き支援者支援の取組を進めてまいりま

す。 

今後 5年間で保護司の数

は大幅に減少するので、

市職員の方が保護司にな

ってくださることはあり

がたい。 

草の根のように継続的に

支援を行っている団体へ

の助成が必要。 

本市では、民間団体による犯罪や非行をした方を対象とした再

犯防止に資する居場所づくり等を促進するための補助制度を令

和３年度に創設し、民間団体への支援を行ってきております。 

罪を犯した人を地域で受け入れ、社会の一員として見守ってい

くためには、民間団体等による支援が大変重要であり、本市と

しても環境整備の必要性を認識しております。 

第２期計画においても、再犯防止・更生支援に取り組む団体に

対する支援等を通じて、支援者支援の充実・強化に取り組んで

まいります。 

 

つながりの希薄化が進む

地域に受け入れるだけの

体力があるのか。民間団

体への支援の充実は必

須。  
 

薬物依存回復施設や自助

グループへの接続支援・

会場提供、ピアサポート

への助成や発信支援をお

願いしたい。  
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大津市の事件が与えるダ

メージは大きい。犯罪者

の心の闇は深く多様であ

ることを前提に、具体策

を考えてほしい。 

令和 6年 6月に大津市の保護司の方が自宅で面談中に殺害され

る事件を受けて、令和７年１２月には保護司の安全対策などを

盛り込んだ改正保護司法が可決・成立しています。本市として

も、同法の趣旨を踏まえ、改めて支援者活動の環境整備に努め

てまいります。 

 

 

柱６ 広報・啓発活動の推進による地域社会への理解促進 

意見の要旨 京都市の考え方 

保護司は引受人にも関わ

るので加害者の家族支援

が大切だということが伝

わる啓発をしてほしい。 

御意見のとおり、再犯防止の取組に当たっては、当事者だけで

なくその家族の支援も念頭に進めて行く必要があると考えてお

ります。 

ＳＮＳによる過度な誹謗中傷で心を痛める方々等、様々な立場

の方々を念頭に引き続き啓発を進めてまいります。 

再犯防止の推進は、新た

な犯罪被害者を生まない

取組であることを一層周

知・啓発してほしい。 

本市では、京都市犯罪被害者総合相談窓口を設置し、犯罪被害

者等が受けた被害の回復と軽減のための支援を行っておりま

す。再犯防止の推進は、新たな犯罪被害者を生まない取組でも

あることを、引き続き周知してまいります。 

応報的な処罰ではなく、

修復や回復に向かってい

こうとする土壌を普及啓

発を通じて作ってほし

い。 

犯罪等をした人は、周りから偏見を持たれやすく社会的に孤立

しやすい傾向にあります。こうした方々が、地域社会の一員と

して役割を担い、自分らしく活躍できる地域共生社会の実現に

向けて、引き続き普及啓発活動を進めてまいります。 
社会全体で出所者を受け

入れることの大切さを広

く市民に周知することが

大事。 

 

第 4章の取組が医療・福

祉・教育・地域のみんな

に広く知られるような広

報をお願いしたい。  

再犯防止の取組は、医療・福祉・教育等、各分野の支援機関に

加え、地域の皆様のご理解とご協力の下で成り立っておりま

す。引き続き、効果的な広報の在り方を検討してまいります。 

 

法務省、都道府県、保護

司等と連携し、再犯防止

の目的がしっかりと伝わ

る周知・啓発に取り組ん

でほしい。 

  

京都市再犯防止推進会議には、京都府や保護司連絡協議会等の

様々な関係機関に参画いただいております。 

引き続き、国、府、民間協力者等と連携し、再犯防止・更生支

援の理解促進に取り組んでまいります。 
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大学から地域へ発信する

イベントや行事が有効で

はないか。京都市の公式

ＬＩＮＥやＸを立ち上げ

るべき。 

御意見のとおり、大学との連携による情報発信は有効と考えて

おり、今後の取組を検討しております。 

再犯防止に関する普及啓発については、様々な関係機関との連

携の下でイベント等を実施しており、京都市の公式ＬＩＮＥで

も適宜情報発信しておりますので、御参照ください。 

地域社会への発信が大

事。理解促進に取り組ん

でいるとあるが、取組前

後でどのくらいの違いが

あるのか。 

これまで様々な普及啓発に係る取組を実施しているところであ

り、取組後のアンケート調査では、理解促進につながったとの

御意見を多数いただいております。 

今後も引き続き、地域社会への理解促進に努めてまいります。 

協力雇用主の拡大や地域

受容の推進に当たって

は、住民の不安や偏見を

可視化し、対話的アプロ

ーチが必要。 

御意見のとおり、地域共生社会の実現を進めて行くに当たって

は、住民の不安や偏見の把握に努め、真摯に御意見をお聞きす

る必要があると考えております。 

再犯防止の取組には、地域の理解者・協力者の存在が必要不可

欠です。 

引き続き、支援ネットワークの構築・強化に努めてまいりま

す。 

これからも様々なイベン

トを企画して、理解者・

協力者の輪を広げていく

ことが必要。 

地域コミュニティでの啓

発活動について、近隣に

起こった犯罪注意をタイ

ムリーに行うことが有

効。 

地域コミュニティでの活動が果たす役割は大変重要と認識して

おります。差別や偏見に捉われない正しい理解と関心を求める

ことに加え、地域で見守り支援する土壌を育むことを念頭に、

地域共生社会の実現を目指してまいります。 

依存症者に対する正しい

理解と関心を求める啓発

が必要。 

依存症者に対する正しい理解と関心を求めることは、それらの

方々を地域で受け入れていく上でも、重要な視点であると考え

ております。地域の支援者に対する研修の実施等、効果的な啓

発の在り方について、検討を進めてまいります。 

 

重点推進施策 

意見の要旨 京都市の考え方 

どのような理由で重点推

進施策を選んだのかが分

かると良い。 

重点推進施策は、本市の再犯防止をけん引する施策として現行

計画の下でも選定しているものであり、次期計画案では、５５

施策の中から５施策を選定しています。これは、次期計画の中

で本市が目指すまちの姿を念頭に、現行計画の振り返りや令和

６年のアンケート調査での御意見も踏まえ、総合的に判断・選

定したものです。 
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【第５章 推進体制】 

意見の要旨 京都市の考え方 

高齢女性の犯罪（窃盗）

の背景にある生活不安や

疾病を支えるため、関係

機関との連携体制が必

要。 

本市では犯罪等をした人を必要な福祉的支援につなぐため、再

犯防止の所管部署に「更生支援相談員」を配置し、刑事司法関

係機関、医療・福祉機関、民間協力者等との連携体制を構築し

ております。今後も引き続き、効果的にネットワークの構築に

努めてまいります。 

各実施施策について効果

の可視化・公表を行い、

結果の良し悪しを確認で

きるようにしてほしい。 

本計画では、計画全体の成果指標と目標値のほか、重点推進施

策についても成果指標と目標値を設定することとしておりま

す。そのうえで、計画を着実に推進するため、刑事司法関係機

関や民間団体等で構成する「京都市再犯防止推進会議」を定期

的に開催し、本計画の進捗管理を行うこととしております。  

大切なのは、進捗管理を

しっかり行うことだと思

う。計画を策定しただけ

にならないようにしてほ

しい。 

京都市が関係機関と密に

連携を取り、実質的な活

動や成果確認をしていけ

ば再犯防止の道は広が

る。 

京都市再犯防止推進会議での進捗管理に加え、実際の支援に当

たってもこれまで構築してきた関係機関とのネットワーク体制

をさらに充実させることで、再犯防止の機運が地域全体に広ま

るよう、各種取組を進めてまいります。 

公に相談しづらいことも

あるので地域全体で悩み

を拾い上げる社会を築く

必要がある。 

罪を犯した人が抱える課題は多様化・複雑化しており、行政だ

けでの対応は困難です。地域ぐるみの取組を進めていくため、

引き続き関係団体等との連携の下、再犯防止・更生支援の理解

促進に取り組んでまいります。 

推進体制に関しては、京

都府警との連携が重要。 

再犯防止の推進には、関係機関との連携が必要不可欠です。現

行計画の進捗管理等を行う京都市再犯防止推進会議では、京都

府（府警）にもオブザーバーとして参画いただいているところ

であり、引き続き連携に努めてまいります。 

計画をリードする所管の

部署の体制を強化すべ

き。 

本市では、刑事司法関係機関等へのサポートや社会復帰支援に

係るネットワークづくりのため、令和３年度から更生支援相談

員を所管部署に配置しています。その他、本市職員（生活保

護、障害、高齢等のケースワーカー等）や地域の福祉関係機関

の職員をはじめとした関係者のスキルアップや顔の見える関係

づくりに資する研修会を開催するなど、質の高い人材の育成を

図ることで、本計画の各取組を着実に推進してまいります。 

再犯防止推進会議におい

ては、PDCAサイクルを何

度も行うことが再犯防止

につながる。 

本計画を着実に推進するため、京都市再犯防止推進会議を定期

的に開催し、本計画の進捗管理を行うこととしています。PDCA

サイクルを含む様々な手法での進捗管理を行う中で、より効果

的な取組の在り方を検討してまいります。 
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再出発までだけではな

く、社会復帰した後の継

続的な支援も必要。 

拘禁刑の導入により、出所前から出所後にかけての継続的な支

援がより一層重要になります。社会復帰後の支援や見守り等を

含め、効果的な支援の在り方を検討してまいります。 

進捗評価に、当事者・家

族・市民の代表が参加す

る仕組みを制度化すべ

き。 

計画の進捗管理等を行う京都市再犯防止推進会議の委員には、

民間団体等、様々な方に参画いただいております。 

また、次期計画では、当事者・家族の方も参加可能な支援会議

やワークショップの開催等を検討しています。 

情報共有の取り方（個人

情報の取り扱い）につい

て、明確なガイドライン

を掲示すべき。 

個別具体的な支援を検討するための支援会議の開催等に当たっ

ては、個人情報を適正に取り扱うためのガイドライン等が必要

と考えています。 

それぞれの施策にも目標

を持たせることで、次回

からの施策の改善サイク

ルにつなげてほしい。 

各施策の成果指標及び目標値については、本市の再犯防止をけ

ん引する重点推進施策ごとに設定することとしております。ま

た、その他の施策についても、可能な範囲で定性的な目標を計

画案に記載することで、施策の改善サイクルにつなげてまいり

たいと考えています。 

京都府地域再犯防止社会

福祉アドバイザー派遣事

業の活用と更なる警察と

の連携促進に期待する。 

ご意見のとおり、再犯防止と社会福祉施策の連携は必要不可欠

と考えており、引き続き京都府との連携に努めてまいります。

なお、現行計画下では京都市再犯防止推進会議のオブザーバー

として京都府（府警）にも参画いただいております。 

計画の進捗管理につい

て、薬物依存からの回復

プロセスを可視化する評

価指標を導入してほし

い。 

依存症の回復支援に当たっては、専門医療体制の充実等、様々

な課題があると認識しております。効果的な評価指標の在り方

については、引き続き検討させていただきます。 

区 HUBを活用することで

局・区横断、全庁共汗の

推進体制が構築されるの

ではないか。 

本計画の推進に当たっては、関係団体等が参画する京都市再犯

防止推進会議において、計画の進捗管理を行うこととしていま

す。また、市役所内部においても関係所属が参画する京都市再

犯防止推進庁内連絡会議を設置し、全庁横断的な連携体制を整

備しています。区役所との連携については、地域の現場第一線

で再犯防止・更生支援に取り組む関係者等との更なる連携に向

けて、区 HUBの活用も検討してまいります。 
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⑶ その他御意見 

意見の要旨 京都市の考え方 

草の根的な形でずっと根

付いていくような企画等

をお願いする。 

御意見のとおり、地域に根差した息の長い取組が必要と考えて

おります。引き続き、再犯防止の取組を総合的かつ計画的に進

めてまいります。 

体制を推進するための予

算の担保が必要。 

計画に記載の取組を進めていくため、必要な予算の確保に努め

てまいります。 

犯罪被害者や家族の救

済・援助を優先すべき。 

再犯防止の取組は新たな犯罪被害者を生み出さないための取組

でもあります。いただいたご意見も参考にしながら、引き続き

関係部署との連携に努めてまいります。 

収監者に経費をかけるぐ

らいなら、対象者の自立

支援に経費をかけるべ

き。 

従来から刑務所等においても自立支援に係る福祉的支援が実施

されております。令和 7年 6月の拘禁刑導入に伴い、今後は更

なる取組が求められるところであり、京都市としても出所前段

階からの更なる連携に努めてまいります。 

犯罪者の種類によっては

再犯防止の対策をしない

など、種類によって見極

めるべき。 

再犯防止の推進は、犯罪の種類にかかわらず、本人の更生意欲

が前提になるものと認識しております。今後とも、行政機関・

民間団体等の連携による切れ目のない支援につとめてまいりま

す。 

詐欺や不正については罰

則や行政罰が軽いとモラ

ルハザードを招くので厳

しく対応してほしい。 

犯罪行為に対する厳罰化については、刑法等の改正により、国

において議論されていくものと考えています。本市としまして

は、引き続き地域共生社会の実現を目指してまいります。 

自治体での取組には限界

があるので、国で取り組

むべきことはしっかりと

求めていく必要がある。 

協力雇用主等の拡大をはじめ、本来国において実施すべき事務

等については、様々な機会を通じて、国への要望を実施してま

いります。 

家庭環境の支援が必要。

福井県に倣って、三世代

同居を推進しては。 

再犯防止の取組を進めて行くうえで家庭環境がもたらす影響は

大きく、三世代同居のメリット・デメリットを含め、今後の支

援の在り方を検討してまいります。 

府市の予算の一元的活用

を提案する。また、全国

展開されているよりそい

ホットラインとの連携を

お願いしたい。 

府市の予算の一元化は制度上困難ですが、運用面での連携につ

とめてまいります。また、よりそいホットラインをはじめとし

た各相談窓口との連携についても、特に福祉的な支援を必要と

する方への効果的な対応を検討してまいります。 

本計画に対する市民意見

を広く福祉の増進につな

げてほしい。 

今回いただいたご意見につきましては、関係部署とも共有する

ことで、再犯防止の取組に限らず、様々な施策の参考とさせて

いただきます。 

 


